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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 １ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 5 年 2 月 2 8 日 ( 2 0 2 3 . 2 . 2 8 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 2 / 0 0 9 5 6 0
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 2 - 5 3 4 9 4 9 ( P 2 0 2 2 - 5 3 4 9 4 9 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｃ １ ２ Ｍ 1 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｃ １ ２ Ｎ 1 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｃ １ ２ Ｍ 1 / 0 0 　 　 　 Ｃ 　 　 　
　 Ｃ １ ２ Ｎ 1 / 0 0 　 　 　 Ｂ 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 2 月 1 3 日 ( 2 0 2 2 . 1 2 . 1 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 嫌 気 チ ャ ン バ 内 に 配 置 さ れ る 細 胞 培 養 容 器 と 、
　 前 記 嫌 気 チ ャ ン バ 内 に 配 置 さ れ る 本 体 部 と 、 前 記 嫌 気 チ ャ ン バ 外 に 配 置 さ れ る 操 作 部 と  
を 有 す る 外 部 装 置 と を 備 え 、
　 前 記 本 体 部 は 、 前 記 細 胞 培 養 容 器 に 対 し て 所 定 の 処 理 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て お り 、
　 前 記 操 作 部 は 、 前 記 所 定 の 処 理 に 関 す る 信 号 を 前 記 本 体 部 と の 間 で 無 線 通 信 に よ り 送 信  
又 は 受 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 細 胞 培 養 容 器 は 、 前 記 細 胞 培 養 容 器 の 内 部 に 配 置 さ れ て お り 、 か つ 第 １ 主 面 及 び 前  
記 第 １ 主 面 の 反 対 面 で あ り 、 細 胞 が 培 養 さ れ る 第 ２ 主 面 と を 含 む 酸 素 透 過 性 の メ ン ブ レ ン  
と 、 前 記 第 １ 主 面 に よ り 一 部 が 画 さ れ 、 第 １ 培 地 が 貯 留 さ れ る 第 １ 空 間 と 、 前 記 第 ２ 主 面  
に よ り 一 部 が 画 さ れ 、 前 記 第 １ 培 地 よ り も 溶 存 酸 素 濃 度 の 低 い 第 ２ 培 地 が 貯 留 さ れ る 第 ２  
空 間 と を 有 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 所 定 の 処 理 は 、 前 記 第 １ 培 地 又 は 前 記 第 ２ 培 地 の 交 換 、 前 記 第 １ 培 地 又 は 前 記 第 ２  
培 地 の 溶 存 酸 素 濃 度 の 測 定 及 び 前 記 第 ２ 空 間 側 を 向 く 前 記 メ ン ブ レ ン の 主 面 上 に 培 養 さ れ  
る 細 胞 の 電 気 抵 抗 値 の 測 定 の い ず れ か で あ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 無 線 通 信 は 、 Ｗ ｉ Ｆ ｉ 又 は Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ に 準 拠 し た 通 信 に よ り 行 わ れ る 、 請  
求 項 １ に 記 載 の 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 嫌 気 チ ャ ン バ と 、
　 前 記 嫌 気 チ ャ ン バ 内 に 配 置 さ れ る 細 胞 培 養 容 器 と 、
　 前 記 嫌 気 チ ャ ン バ 内 に 配 置 さ れ る 本 体 部 と 、 前 記 嫌 気 チ ャ ン バ 外 に 配 置 さ れ る 操 作 部 と  
を 有 す る 外 部 装 置 と を 備 え 、
　 前 記 本 体 部 は 、 前 記 細 胞 培 養 容 器 に 対 し て 所 定 の 処 理 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て お り 、
　 前 記 操 作 部 は 、 前 記 所 定 の 処 理 に 関 す る 信 号 を 前 記 本 体 部 と の 間 で 無 線 通 信 に よ り 送 信  
又 は 受 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
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前 記 嫌 気 チ ャ ン バ は 、 ユ ー ザ が 手 を 差 し 入 れ る た め の 挿 入 部 を 有 す る 、 請 求 項 １ 又 は 請 求  
項 ５ に 記 載 の 細 胞 培 養 シ ス テ ム 。
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